
日本企業に馴染みの

投資分野の詳細規定

1Youtube Web Seminar

https://www.youtube.com/watch?v=2ca7XWbBO_g
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1975/4～1981/6 ヤマハ㈱入社 インドネシア工場立上支援分野配属

1981/6～1987/3 インドネシア工場生産課長 電子鍵盤楽器の組立生産

1987/3～1995/7 インドネシア工場長 電子楽器、ピアノ、ギターの輸出拠点化

1995/7～2005/3 帰国、インドネシアを普及品の生産拠点化するプロジェクト

2005/3～現在 ヤマハ退職、インドネシア進出サポートコンサルタントとして独立

  インドネシア語翻訳通訳

静岡大学客員教授、専修大学客員講師

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)専門家

独立行政法人 中小企業基盤整備機構アドバイザー

一般社団法人海外事業支援センター(OBAC)アドバイザー

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）講師

一般社団法人日本インドネシアビジネス協会(ABJI)理事

などを経歴し、これまでのインドネシア進出支援企業数は約100社
インドネシアと
の関わりも51年
になりました



セミナー要旨
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• 先のセミナーでは“インドネシア産業分野標準分類KBLIで見付けるビジ
ネスチャンス”をテーマに取り上げました。

• 日本企業がインドネシアに現地法人を設立して事業を展開するには、
外国投資法に則り、上記のKBLI内の上3桁からなる257分類から、該当
する産業分野を、一つ以上選択することになります。

• このセミナーではこれらの中から日本の中小企業に馴染みのある、上
3桁の産業分野78分類を取り上げて、それらについての詳細規定を紹
介します。

• そのため、大規模な投資を必要とする分野は除外しました。

• 尚、最新の外国投資では、投資分野が一つだけの場合は当初の払込
資本金はRp.25億（約25百万円）で、数年後にRp.100億にすることで事

業を始められますが、複数分野に投資する場合は、投資分野数
×Rp.100億が条件となります。

https://www.hmkt.jp/282_chance.pdf
https://www.hmkt.jp/282_chance.pdf
https://www.hmkt.jp/92_kbli.pdf
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40. 四輪車以上の自動車車体製造業、ト
レーラーおよびセミトレーラー製造業

41. 四輪車以上の自動車用スペアパーツ
およびアクセサリー産業

42. 航空機、宇宙および関連機械産業
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品
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50. 住宅用および非住宅用建物の建設
51. 道路および鉄道建設

52. 公共事業建設
53. その他の土木工事

54. 電気設備、水道（配管）、その他の建設設備の
設置

55. 建設工事の仕上げ
56. 特殊建設仲介サービス
57. その他の特殊工事
58. 手数料または契約に基づく卸売取引
59. 食品、飲料、タバコの卸売業
60. 家庭用品の卸売業
61. 機械、設備、消耗品の卸売業

62. 自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連ア
クセサリーの卸売業

63. 各種商品の小売業

64. 自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連ア
クセサリーの小売販売

65. 小売業仲介サービス
66. その他の陸上輸送
67. 倉庫保管
68. 宅配便業務
69. ホテルおよび類似宿泊施設の提供活動
70. その他の短期宿泊施設提供活動

71. レストランの営業活動および移動式食品販売業
者

72. 飲料提供活動
73. コンピュータプログラミング活動

74. コンピュータコンサルティングおよびコンピュータ
設備管理業務

75. 金融仲介
76. 保険と保証
77. 手数料または契約に基づく不動産活動
78. 動物の健康に関する活動（獣医学）



1. 魚類及びその他の水生生物の養殖
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 上位分類 A)：農林水産 03：水産業
 産業分野分類：032 魚類及びその他の水生生物の養殖

• このカテゴリーには、種苗の配布（稚魚育成）、飼育、繁殖、収穫などの生産工程を含む水生生物の養
殖活動が含まれる

• 対象となる生物は、魚類（ハタ、フエダイなど）、軟体動物（アサリ、カキ、イカ、タコ、カタツムリなど）、甲
殻類（エビ、ロブスター、ワニ、カニなど）、腔腸動物（クラゲなど）、棘皮動物（ナマコ、ウニなど）、水生
植物（海藻などの藻類を含む）、爬虫類（ワニ、アリゲーター、カメ、リクガメなど）、両生類（カエルなど）
で、環境の自然収容能力を超えて生産される水生生物の数を増やすことを目的とした方法（例えば、自
然繁殖）を用いるものなど （繁殖、給餌、捕食者からの保護を含む）

• 養殖には、飼育または養殖段階から収穫に至るまで、個々の生物を個人、企業、または国家が所有す
ることも含まれる

• 養殖には、飼育下で魚を稚魚または成魚に育てる活動が含まれる

• この分類には、人工的な条件下で行われる孵化場および飼育活動も含まれる

• この分類には、森林地域または森林地帯における養殖活動（森林漁業）も含まれる

• この分類には、爬虫類（ヘビ、カメなど）の繁殖および養殖は含まれない



2. 鉄を含まない金属鉱石の採掘

6

 上位分類 B)：鉱業と採掘 07：金属鉱石採掘
 産業分野分類：072 鉄を含まない金属鉱石の採掘

• この分類には、トリウム鉱石やウラン鉱石、アルミニウム（ボーキサイト）、銅、錫、亜鉛、鉛、マンガン、
クロム、ニッケル、コバルトなど、鉄を含まない金属鉱石の採掘が含まれる

0721 ウランおよびトリウム鉱石の採掘
この分類には以下の事業が含まれる
‐ ピッチブレンドなどのウランおよびトリウム濃縮物を含む鉱石の採掘
‐ ウランおよびトリウムの濃縮
‐ イエロートレイの製造

0722 貴金属鉱石採掘
この分類には、金、プラチナ、銀などの貴金属鉱石の採掘が含まれる
また、貴金属から非金属成分を分離するプロセスも含まれる

0729 鉄を含まないその他の金属鉱石の採掘
この分類には、主に鉄系金属を含まない金属鉱石（アルミニウム（ボーキサイト）、銅、鉛、リチ
ウム（スポジュメン）、錫、亜鉛、マンガン、クロム、ニッケル、コバルト、モリブデン、タンタル、バ
ナジウムなど）の採掘および精製が含まれる



3.魚類およびその他の水生生物の加工および保存
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：102 魚類およびその他の水生生物の加工および保存

• この分類には以下が含まれる

‐ 魚類、甲殻類、軟体動物の加工および保存（冷凍、急速冷凍、乾燥、調理、燻製、塩漬け、塩水
漬け、缶詰など）

‐ 魚類、甲殻類、軟体動物製品の製造（魚の切り身、魚卵、キャビア、キャビア代替品など）
‐ 食用および飼料用の魚粉の製造
‐ 食用に適さない魚類およびその他の水生生物からの小麦粉および水溶性小麦粉の製造
‐ 漁業活動とは関係なく、魚の加工および保存のみを行う工場船の活動
‐ 海藻の加工
‐ 魚の頭部切断、内臓摘出、切り分け、冷凍

 この分類には以下は含まれない
‐ 漁業に従事する船舶上での魚の加工および保存（031参照）
‐ 陸上または専用船舶での鯨の加工（101参照）
‐ 魚類および海洋哺乳類由来の油脂の製造（104参照）
‐ 魚由来の冷凍加工食品の加工（107参照）
‐ 魚のストックの調製（107参照）



4. 果物と野菜の加工と保存
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：103 果物と野菜の加工と保存

• この分類には以下が含まれる
‐ 冷凍または缶詰の調理済み食品を除く、果物または野菜を主成分とする食品の製造
‐ 果物、ナッツ、または野菜の保存（冷凍、乾燥、油または酢への浸漬、缶詰など）
‐ 果物または野菜からの食品の製造
‐ 果物および野菜ジュースの製造
‐ ジャム、マーマレード、ゼリーの製造

‐ ジャガイモの製造および保存（冷凍ジャガイモの製造、乾燥マッシュポテトの製造、ポテトスナック
の製造、ポテトチップスの製造、ジャガイモ粉の製造など）

‐ ナッツの焙煎
‐ ナッツからの食品およびペーストの製造
‐ 生鮮果物および野菜からの濃縮物の製造

‐ 果物および野菜からの腐敗しやすい加工食品の製造（サラダ、カット野菜または皮むき野菜（ジャ
ガイモを含む）、豆腐など）

 この分類には以下は含まれない
‐ 乾燥豆類からの小麦粉の製造（1061参照）
‐ 砂糖漬けの果物およびナッツの保存（1073参照）
‐ 野菜からの加工食品の製造（1075参照）
‐ 人工濃縮物の製造（1079参照）
‐ フルーツドリンクの製造（1105参照）



5. 植物油および動物油脂産業
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：104 植物油および動物油脂産業

• この分類には以下が含まれる

‐ オリーブ油、大豆油、ピーナッツ油、パーム油、ヒマワリ油、綿実油、ヒマシ油、マスタード油、亜麻
仁油などの粗製植物油の製造

‐ 油糧種子および油糧ナッツからの脱脂されていない小麦粉の製造
‐ オリーブ油、大豆油などの純粋な植物油の製造
‐ 植物油の加工（圧搾、煮沸、乾燥、水素添加など）
‐ マーガリンの製造
‐ メランジュおよび類似製品の製造
‐ 混合食用油の製造
‐ 食用不適な動物油または脂肪の製造
‐ 魚類および海洋哺乳類の油の抽出
‐ 油生産に伴う綿繊維、綿粕、その他の廃棄物の製造

 この分類には以下は含まれない
‐ ラードおよびその他の食用動物性脂肪の加工および精製（1012参照）
‐ トウモロコシの湿式製粉（1063参照）
‐ 精油の製造（2029参照）
‐ 化学プロセスによる油脂の取り扱い（2029参照）



6. 乳製品産業
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：105 乳製品産業
• この分類には以下が含まれる

‐ 生乳、低温殺菌乳、滅菌乳、均質化乳、超高温殺菌（UHT）乳の製造
‐ 乳飲料の製造
‐ 生乳、低温殺菌乳、滅菌乳、均質化乳からのクリームの製造
‐ 加糖または無糖の粉乳またはコンデンスミルクの製造
‐ 固形乳または固形クリームの製造
‐ バターの製造
‐ ヨーグルトの製造
‐ チーズおよびカードの製造
‐ チーズの精製および熟成
‐ ホエイの製造
‐ カゼインまたは乳糖の製造
‐ アイスクリームの製造
‐ ミルクケフィアの製造

‐ 食用氷（例：シャーベット）および氷デザートの製造
 この分類には以下は含まれない

‐ 牛、馬、ラクダ、山羊、羊の生乳の生産（0141～0144参照）
‐ 非動物性ミルク（例：植物性ミルク）およびチーズ代替品の製造（1079参照）
‐ 乳ベースのダイエット飲料の製造（1079参照）
‐ 乳児用粉ミルクの製造（1079参照）
‐ フルーツケフィアおよびウォーターケフィアの製造（1102参照）
‐ アイスクリーム事業（5610参照）



7. 米粉、小麦粉、澱粉製品産業
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：106 米粉、小麦粉、澱粉製品産業

• この分類には、穀物または野菜からの小麦粉の製造、米の洗浄、研磨、製粉、小麦粉の微粉化および
熱処理、ならびにこれらの製品からの生地または小麦粉混合物の製造が含まれる

• また、トウモロコシおよび野菜の湿式製粉、デンプンからの小麦粉の製造、およびグルテンフリーの製
粉製品の製造も含まれる

• この分類には以下が含まれる
‐ 穀物製粉（小麦、ライ麦、その他の穀物から小麦粉、挽き穀物、ペレットを製造することなど）
‐ 野菜製粉（乾燥豆類、根菜類、塊茎類、食用ナッツ類から粉を製造することなど）
‐ 朝食用シリアルの製造
‐ パン、ケーキ、ビスケット、パンケーキ用の混合粉およびプレミックス粉生地の製造

• この分類には、料金制または契約制による小麦乾燥活動は含まれない
• この分類には以下は含まれない

‐ 農産物の一次市場向け加工（洗浄、トリミング、等級分けなど）（0163参照）
‐ ジャガイモからのデンプンの製造（1030参照）
‐ トウモロコシの湿式製粉（1063参照）



8. その他の食品産業
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：107 その他の食品産業

• この分野には、前の分類に含まれていない様々な食品の製造が含まれる

• 具体的には、パン製品の製造、砂糖製品、加工ココア製品、チョコレート、菓子類の製造、麺類、マカロ
ニ、その他類似製品の製造、冷凍、缶詰、包装済みの調理済み食品および料理の製造、コーヒーおよ
び茶の加工、ならびに特殊食品および生鮮食品の製造が含まれる



9. 動物飼料産業
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 上位分類 C)：製造 10：食品産業
 産業分野分類：107 動物飼料産業

• この分類には以下が含まれる

‐ 犬、猫、鳥、魚などのペットフードの製造

‐ 飼料濃縮物や栄養補助食品を含む家畜用飼料の製造

‐ 家畜用単一飼料の加工

‐ 食品産業からの廃棄物を動物飼料に加工する

• この分類には以下は含まれない

‐ 動物飼料用魚粉の製造（102参照）

‐ 油糧種子粕またはパルプの製造（104参照）

‐ 油糧種子（1041参照）や穀物製粉残渣（106参照）など、特別な加工を施さずに動物飼料として有

用な製品を生産する活動



10.飲料産業

14

 上位分類 C)：製造 11：飲料産業
 産業分野分類：110 飲料産業

• この分類には、ノンアルコール飲料やミネラルウォーターなどの飲料、発酵によって製造されるアル
コール飲料、ビール、ワイン、蒸留酒の製造が含まれる

• また、麦芽の製造も含まれる

• この分類には、以下のものは含まれない

‐ 果物および野菜ジュースの製造（1030参照）

‐ 牛乳を原料とする飲料の製造（1050参照）

‐ 茶、コーヒー、マテ茶製品の製造（1076参照）



11.紡績、織布、および繊維仕上げ

15

 上位分類 C)：製造 13：繊維産業
 産業分野分類：131 紡績、織布、および繊維仕上げ

• この分類には、繊維の製造工程、具体的には繊維の準備、紡績、織りなどの工程を含まれる

• 繊維は、絹、羊毛、その他の動物性毛繊維、植物繊維、合成繊維、木材パルプ繊維、ガラス繊維など、
様々な原料から作られる

• また、漂白、染色、仕上げなどの繊維および衣料品の仕上げ工程も含まれる



12.皮革および毛皮のなめし、染色、加工

16

 上位分類 C)：製造 15：皮革産業および類似製品
 産業分野分類：151 皮革および毛皮のなめし、染色、加工；旅行鞄、ハンドバッグ、鞍、馬

具の製造紡績、織布、および繊維仕上げ

• この分類には、皮革や毛皮の製造、ならびに皮革、模造皮革、その他の素材で作られた製品（旅行鞄、
ハンドバッグ、鞍、動物用ハーネスなど）の製造が含まれる



13.履物産業

17

 上位分類 C)：製造 15：皮革産業および類似製品
 産業分野分類：151 履物産業

• この分類には以下が含まれる

‐ 様々な用途の履物を、成形を含む様々な工程で、あらゆる材料から製造すること（下記の例外を
参照）

‐ 様々な材料（皮革、木材、プラスチック、ゴムなど）から、アッパー、アウトソール、インソール、ヒー
ルなどの履物部品を製造すること

‐ ゲートルおよび類似品を製造すること
‐ ゴム、木材、またはプラスチックから履物部品を製造すること

• このには以下は含まれない

‐ ソールのない編み物またはかぎ針編みの履物を製造すること（1430参照）
‐ 木製の靴型および靴支え（靴型および靴ツリー）を製造すること（1629参照）
‐ スキーブーツを製造すること（3230参照）
‐ 整形外科用靴を製造すること（3250参照）



14.木材、コルク、藁、織物製品産業

18

 上位分類 C)：製造 16：木材、木材及びコルク製品産業（家具を除く）、竹、籐及びこれらに
類する素材の織物産業

 産業分野分類：162 木材、コルク、藁、織物製品産業履物産業

• この分類には、木材、コルク、藁、または竹や籐などの織物素材から作られる製品の製造が含まれ、基
本的な形状のものから組み立て済みの製品までが含まれる

1621 ベニヤ、合板、および木質パネル産業
1622 木造建築材料および木造建築

木造建築材料には、主に建築に使用される木材から建築材料を製造する活動が含まれ
るこれには、四面すべてが滑らかに仕上げられた梁、垂木、屋根トラス、接着剤で接合さ
れたフィンガージョイントまたは金属で接続された木製の支柱、ヒンジや錠などの金属材
料を含むか否かを問わず、ドア、窓、シャッター、およびそれらの枠（枠）、階段と手すり、
木製のビーズ、木製のモールディング、および屋根板、無垢材または集成材で作られたパ
ネルに組み立てられた寄木細工の床ブロック、ストリップ、および装飾的な壁板とネームプ
レートが含まれる
木造建築には、プレハブ建築物（移動住宅やキャラバンなど）の建設のための木材加工
活動（構成要素の大部分は木材でできている）が含まれるまた、この分類には、木製間仕
切り（自立型間仕切り／家具を除く）の製造も含まれる自立型木製間仕切りの製造は、
31011に分類される

1623 木製コンテナ産業
1629 その他の木材製品産業、コルク、わら、籐、竹及び類似製品産業



15.紙および紙製品産業

19

 上位分類 C)：製造 17：紙および紙製品産業
 産業分野分類：170 紙および紙製品産業

• この分類には、パルプ、紙、加工紙製品の製造、および木材、紙、段ボール、板紙からの再生製品の
製造が含まれる

• これらの製品の製造は、一連の関連する加工工程の一部であるため、まとめて扱われる

• 多くの場合、1つのユニットで複数の工程が行われる

• パルプ化とは、木材中のセルロース繊維を他の物質から分離したり、古紙を溶解脱墨したり、少量の試
薬を混合して繊維結合を強化したりする工程である

• 加工紙製品は、さまざまな技術を用いて紙やその他の材料から作られる

• 紙製品には、印刷が製品の製造に不可欠でない限り、印刷物（壁紙や包装紙など）も含まれる

• パルプ、紙、板紙の製造は170分類に含まれ、残りの部門には紙製品およびさらに加工された紙の製

造が含まれる



16.印刷および関連サービス活動

20

 上位分類 C)：製造 18：記録媒体の印刷及び複製
 産業分野分類：181 印刷および関連サービス活動

• この分類には、新聞、書籍、定期刊行物、ビジネスレター、グリーティングカードなどの印刷物、各種媒
体への印刷、および製本、印刷版作成サービス、データイメージングなどの関連支援活動が含まれる

• 印刷は、さまざまな技術とさまざまな素材を用いて行うことが出来る

1811 印刷には以下が含まれる
‐ 新聞、雑誌、その他の定期刊行物（タブロイド紙など）、書籍、パンフレット、楽譜、地図、地

図帳、ポスター、広告カタログ、目論見書、その他の印刷広告、切手、税印、文書、小切手、
その他の機密文書、日記、カレンダー、ビジネスレター、その他の商業印刷物、ならびに印
刷機、オフセット印刷機、グラビア印刷機、フレキソ印刷機、その他類似の印刷機、複写機、
コンピュータ印刷機、エンボス印刷機（高速印刷機を含む）で製造された個人用便箋その他
の印刷物

‐ 繊維、プラスチック、ガラス、金属、木材、セラミックへの直接印刷
‐ 繊維へのレーザー彫刻
‐ ラベルまたは識別マークへの印刷（リソグラフィー、インプリント／グラビア印刷、フレキソ印

刷など）
‐ 看板、ビールコースター、写真の印刷
‐ 広告印刷活動



17.記録媒体の複製

21

 上位分類 C)：製造 18：記録媒体の印刷及び複製
 産業分野分類：181 記録媒体の複製

• この分類には以下が含まれる

‐ 音楽その他の音声録音を収録したレコード、コンパクトディスク（CD）、テープのマスターコピーの
複製

‐ 動画、フィルム、その他のビデオ録画を収録したレコード、コンパクトディスク（CD）、テープのマス
ターコピーの複製

‐ 磁気ディスクおよびテープ上のソフトウェアおよびデータのマスターコピーの複製

• この分類には以下は含まれない

‐ 印刷物の複製（1811参照）
‐ ソフトウェアの出版（582参照）
‐ DVDまたは類似のメディアにおける動画、ビデオテープ、フィルムの制作および配布（5911、5912、

5913参照）
‐ 劇場配給用の動画フィルムの複製（5912参照）
‐ 音声録音物または音声記事のマスターコピーの制作（5920参照）



18.基礎化学工業

22

 上位分類 C)：製造 20：化学化学製品産業
 産業分野分類：201 基礎化学工業；肥料および窒素化合物；プラスチックおよび合成ゴム

• この分類には以下が含まれる
2011基礎化学工業

この分類には、熱分解や蒸留などの基本的なプロセスを用いた化学物質の製造が含まれるこ
れらのプロセスで得られる生成物は、通常、化学元素または特定の化学化合物である

2012 肥料及び窒素化合物産業
この分類には以下が含まれる

‐ 窒素、リン酸、またはカリウム肥料（単剤または複合）の製造、尿素、天然リン酸塩、および
天然カリウム塩の製造

‐ 硝酸、スルホニトリル、アンモニア、塩化アンモニウム、炭酸アンモニウム、亜硝酸塩、硝酸
カリウムなどの関連窒素製品の製造

‐ ピートを主成分とする培地の製造
‐ 天然土壌、砂、粘土、および鉱物からなる混合培地の製造
‐ 植物バイオスティミュラントの製造
‐ 植物成長促進剤の製造
‐ 土壌改良剤の製造
‐ 動物性または植物性原料の混合または化学処理によるその他の肥料の製造



19.その他の化学製品産業

23

 上位分類 C)：製造 20：化学化学製品産業
 産業分野分類：202その他の化学製品産業

• この分類には、基礎化学品および合成繊維以外の化学製品の製造が含まれる
‐ 農薬の製造

‐ 塗料、ワニスおよび類似のコーティング剤、印刷インキ、セメント混合物用樹脂、洗剤および石鹸、
洗浄剤の製造

‐ 消毒剤およびその他の農薬製品の製造
‐ 香水および化粧品の製造
‐ 爆発物、爆竹の製造
‐ 写真用調製品（フィルムおよび感光紙を含む）の製造
‐ ゼラチンおよびその誘導体の製造
‐ 複合診断製剤の製造
‐ 液体バイオ燃料の製造
‐ 電子タバコ用液体の製造



20.人工繊維産業

24

 上位分類 C)：製造 20：化学化学製品産業
 産業分野分類：203 人工繊維産業

• この分類には以下が含まれる
‐ トウロール状の合成繊維または人造繊維フィラメントの製造

‐ 未コーミング、コーミング済み、または紡績用に加工された合成繊維または人造繊維短繊維の製
造

‐ 高強度フィラメントを含む合成繊維または人造繊維フィラメントの製造
‐ 合成繊維または人造繊維ストリップまたはモノフィラメントの製造
‐ 再生材から作られた繊維、フィラメント、ストリップ、またはモノフィラメントの製造

• この分類には以下は含まれない
‐ 合成繊維または人造繊維の紡績（1311参照）
‐ 人造短繊維から作られた糸の製造（1311参照）
‐ 炭素繊維の製造（2399参照）



21.医薬品、化学薬品、および伝統医療産業

25

 上位分類 C)：製造 21：医薬品、化学薬品、および伝統医療産業
 産業分野分類：210 医薬品、化学薬品、および伝統医療産業

• この分類には、医薬品原料、基礎医薬品、および医薬品製剤の製造が含まれる

• この分類には、とりわけ、血液製剤、完成医薬品、診断用製剤、医療用製剤、伝統医薬品または生薬、
健康補助食品、および医薬品用途の植物由来製品が含まれる

2101 医薬品製剤および化学医薬品産業
この分類には以下が含まれる

‐ 医薬品業界における薬理学的目的のための有効医薬品成分（抗生物質、ビタミン、サリチ
ル酸、o-アセチルサリチル酸など）の製造

‐ 血液処理
‐ 抗血清およびその他の血液分画、ワクチン、ホメオパシー製剤などの医薬品の製造
‐ 外用避妊薬およびホルモン避妊薬の製造
‐ 妊娠検査薬を含む医療診断ツールの製造
‐ 放射性生体内診断物質（放射性医薬品）の製造
‐ バイオテクノロジー医薬品の製造
‐ 化学精製糖の製造
‐ 医薬品塩の製造
‐ 腺の処理および腺の工業的抽出など
‐ 医療用包帯、ガーゼなどの製造



22.プラスチック製品産業

26

 上位分類 C)：製造 22：ゴムプラスチック製品産業
 産業分野分類：222 プラスチック製品産業

• この分類には、圧縮成形、押出成形、射出成形、ブロー成形、鋳造などの様々なプロセスを用いて、
バージンプラスチックまたは再生プラスチックを最終製品または中間製品に加工する工程が含まれる

• これらの製造プロセスにより、様々な形状や用途の多種多様なプラスチック製品を生産出来る

• ただし、自動車専用または主に自動車用に設計されたプラスチック部品または付属品の製造は、この
分類には含まれない（293および309参照）



23.ガラスおよびガラス製品産業

27

 上位分類 C)：製造 23：非金属鉱物製品産業
 産業分野分類：231 ガラスおよびガラス製品産業

• この分類には、とりわけ、様々な製造工程による様々な形態のガラスおよびガラス製品の製造が含ま
れる

• また、ガラス製の家庭用電化製品、実験室用または医療用機器、電気機器および絶縁機器、グラス
ファイバー、模造宝飾品の製造も含まれる

2312 ガラス製品産業
この分類には、以下のものを含む、様々な製造工程によるガラス製品の製造が含まれる
‐ ガラス舗装ブロック
‐ ガラス製間仕切り

‐ ガラス瓶やその他のガラスまたはクリスタル製の容器、グラスやその他のガラスまたはクリ
スタル製の家庭用品などの中空ガラス

‐ グラスウールやガラス不織布製品を含むグラスファイバー
‐ 実験室、医薬品、医療機器用のガラス製品
‐ ガラス製の時計または懐中時計用ガラス、非光学加工ガラスおよび光学素子
‐ コスチュームジュエリーに使用されるガラス製品
‐ 断熱ガラスおよび断熱ガラス用金具
‐ ランプ用ガラス
‐ ガラス製の置物または小型ガラス彫刻



24.金属鋳造

28

 上位分類 C)：製造 24：基礎金属産業
 産業分野分類：243 金属鋳造

• この分類には、あらゆる種類の鉄系金属および非鉄金属から鋳造品を製造するために様々な鋳造プ
ロセスを用いる鋳造工場における金属鋳造活動が含まれる

• また、鋳造品のトリミングやスケール除去などの活動も含まれるが、それ以上の加工は行われない

• さらに、様々な産業で使用される鋳造品の製造も含まれる

• この分類には、以下のものは含まれない

‐ 鋳造以外のプロセス（鍛造、プレス加工、引抜き加工、スタンピング加工、圧延金属リングの製造、
粉末冶金製品など）で製造された製品の製造（25参照）

‐ ボイラーやラジエーターなど、鋳造品からさらに加工して完成品を製造すること（2512参照）

‐ 鋳造金属製の家庭用電化製品（2599参照）



25. その他の金属製品製造業および金属加工業

29

 上位分類 C)：製造 25：非機械加工金属製品産業および設備
 産業分野分類：259 その他の金属製品製造業および金属加工業

• この分類には、鍛造やプレス加工、めっき、コーティング、彫刻、穴あけ、研磨、溶接など、一般的に有
償または請負で行われる一般的な金属加工活動が含まれる

• また、切削工具、ナイフ、はさみなどの各種金属製品、金属製手工具やその他の金物、缶やバケツ、釘、
ボルト、ナット、金属製家庭用品、金属製工具、プロペラ、船舶用錨、鉄道線路設備などの製造、および
家庭用や工業用の各種金属製品の製造も含まれる



26.コンピュータおよび機器産業

30

 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：262 コンピュータおよび機器産業

• この分類には、各種電子計算機および記憶装置や入出力装置（プリンタ、モニタ、キーボードなど）と
いったコンピュータ周辺機器の製造および／または設置が含まれる

• コンピュータはアナログ、デジタル、またはハイブリッドのいずれかであり、パーソナルコンピュータ、ラッ
プトップまたはメインフレーム、ハンドヘルドコンピュータ、ATM、POS端末などが含まれる

• コンピュータ部品およびコンピュータ周辺機器には、各種ドライブやその他の記憶装置、プリンタ、モニ
タ、キーボード、あらゆる種類のトラックボールアクセサリ、コンピュータ端末およびサーバ、スキャナ、
プロジェクターまたはビューアなどが含まれる



27.通信機器産業
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 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：263通信機器産業

• この分類には、ラジオやテレビの放送機器、無線通信機器など、有線または無線ネットワークを介して
電子的に信号を送信するために使用される電話およびデータ通信機器の製造が含まれる

2631 電話ファクシミリ機器産業
2632 無線通信機器業界

2639 その他の通信機器産業
この分類には以下が含まれる
‐ 構内交換機（PBX）などの構内交換機（オフィス交換機）の製造
‐ ブリッジ、ルータ、ゲートウェイなどのデータ通信機器の製造
‐ ケーブルテレビ機器の製造
‐ 送受信アンテナの製造
‐ テレビカメラを含むスタジオおよびテレビ放送機器の製造
‐ キャリア機器モデムの製造
‐ ラジオおよびテレビ送信機の製造
‐ 赤外線信号を使用する通信機器（リモコンなど）の製造
‐ 放送再生機器、送受信アンテナ、業務用ビデオカメラなどの放送スタジオ機器の製造
‐ スマートウォッチの製造
‐ 非接触型および非接触型スマートカードの製造
‐ IoT（モノのインターネット）で使用されるBluetooth、無線周波数（RF）、GSM、その他の

接続伝送機器／モジュールの製造
‐ 監視カメラ／閉回路テレビ（CCTV）の製造



28.家庭用電子機器産業

32

 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：264 家庭用電子機器産業

• この分類には、家庭用娯楽機器、自動車、楽器用アンプ、情報伝達用サウンドシステムなどの電子
オーディオビデオ機器の製造が含まれる

• また、この分類には、その他の複製録音機器、テレビ、楽器用アンプおよびステレオシステム、家庭用
ビデオゲーム、ビデオカメラ、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、情報伝達用サウンドシステム、マイクロ

フォン、カラオケ機器、ジュークボックス、ヘッドホンなども含まれる



29. 計測機器、試験機器、航法制御機器、および時間計測機器産業

33

 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：265計測機器、試験機器、航法制御機器、および時間計測機器産業

• この分類には、時計や腕時計などの時間計測装置、およびその他の関連装置を含む、さまざまな産業
用および非産業用のセンサー、計測、試験、およびナビゲーション機器の製造が含まれる

2651 計測機器、試験機器、航法制御機器産業

この分類には、捜索、探知、航法、航空および航海誘導システムおよび機器の製造、ヒーター、
エアコン、冷蔵庫などの機器およびそれらの付属品用の自動調整器および制御装置、温度、湿
度、圧力、真空、燃焼、流量、レベル、粘度、密度、酸性度、濃度、回転を測定、表示、指示、記
録、監視、送信、制御するための装置および機器、加算機能（レジスタなど）を備えた流体メー
ターおよび計算装置、電気特性および電気信号を測定および試験するための機器、化学分析
ラボ用または気体、液体、固体、複合材料のサンプルの物理的組成または濃度を決定するた
めの機器およびシステム、その他の測定および試験機器およびその部品が含まれる

非電気式の測定、試験、および航法機器（単純な機械装置を除く）の製造もこの分類に含まれ
る



30. 放射線照射、電気医療、電気療法機器産業

34

 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：266 放射線照射、電気医療、電気療法機器産業

• この分類には、医療診断、医療治療、産業、研究、および科学的評価用途向けの電気医療機器、電気
療法機器、および放射線照射機器とチューブの製造が含まれる

• この分類には以下が含まれる

‐ 産業用、医療診断用、医療治療用、研究用、科学用照射装置および放射線管（アルファ線、ベー
タ線、ガンマ線、X線、その他の電離放射線装置など）の製造

‐ CTスキャナーの製造
‐ PETスキャナーの製造
‐ 磁気共鳴画像診断装置（MRI）の製造
‐ 超音波診断装置（USG）の製造
‐ 心電図装置（ECG）の製造
‐ 電気医療用内視鏡装置の製造
‐ 医療用レーザー装置の製造
‐ 呼吸補助装置および治療装置の製造
‐ 補聴器の製造
‐ ペースメーカーの製造
‐ 電気医療用マッサージ装置の製造
‐ 電気医療用人工呼吸器の製造
‐ 牛乳および食品照射装置の製造



31. 写真機材および光学機器業界（眼鏡以外）

35

 上位分類 C)：製造 26：コンピュータ、電子機器、光学製品産業
 産業分野分類：267写真機材および光学機器業界（眼鏡以外）

• この分類には以下が含まれる

‐ 光学ミラーの製造
‐ 写真撮影用フィルムカメラおよびデジタルカメラの製造
‐ 水中撮影、航空調査、または内臓の医学的外科的検査専用に設計されたカメラの製造
‐ 法医学または犯罪捜査用の比較カメラの製造
‐ インスタントカメラまたはその他の写真カメラの製造
‐ レンズ、光学顕微鏡、双眼望遠鏡の製造
‐ カメラ、プロジェクター、写真拡大機または縮小機用の対物レンズの製造
‐ 光学ミラーの製造
‐ 光学拡大鏡装置の製造
‐ 機械用途向け光学精密機器の製造
‐ 光学比較器の製造
‐ 光学式武器照準装置の製造
‐ 光学測位装置の製造
‐ 光学測定検査装置または計測器（例：射撃管制装置、写真用露出計、距離計）の製造
‐ 映画用およびスライドプロジェクターの製造
‐ オーバーヘッドプロジェクターの製造
‐ レーザー装置の製造レンズ（眼科用レンズを除く）のコーティング、研磨、マウント等
‐ 未記録のオーディオビデオ磁気テープの製造
‐ 未記録の光ディスクの製造
‐ 写真用露出計、写真用フラッシュ装置、および蛍光灯以外のフラッシュバルブの製造



32.電動機、発電機、変圧器、および電力制御配電機器産業

36

 上位分類 C)：製造 27：電気機器産業
 産業分野分類：271電動機、発電機、変圧器、および電力制御配電機器産業

• この分類は、電動機、発電機、電力配電用変圧器、特殊変圧器、電動発電機セットの製造を含む

• また、電圧調整器、電気リレー、ヒューズ、開閉装置、配電盤、制御盤、および関連する配電制御機器
などの電気制御配電機器の製造も含む

2711 電動機、発電機、変圧器産業
この分類には以下が含まれる
‐ 配電用変圧器の製造
‐ アーク溶接用変圧器の製造
‐ 蛍光灯用安定器または照明用安定器の製造
‐ 配電用変電所変圧器の製造
‐ 送配電用電圧調整器の製造
‐ 電動機の製造（始動用内燃機関を除く）
‐ 発電機の製造（内燃機関用バッテリー充電オルタネータを除く）
‐ 電動発電機アセンブリの製造（タービン発電機アセンブリを除く）
‐ 原動機付き発電機アセンブリの製造
‐ 工場用ダイナモ電機子の製造



33.バッテリーおよび蓄電池産業

37

 上位分類 C)：製造 27：電気機器産業
 産業分野分類：272 バッテリーおよび蓄電池産業

• この分類には、使い捨て（非充電式）電池および充電式電池の製造が含まれる

• この分類には、以下の製造が含まれる

‐ 電池およびその一次電池（例えば、二酸化マンガン、二酸化水銀、または酸化銀を含む電池）の
製造

‐ 蓄電池およびその構成部品（セパレータ、容器、包装など）の製造
‐ 鉛蓄電池の製造
‐ ニッケルカドミウム（NiCd）電池の製造
‐ ニッケル水素（NiMH）電池の製造
‐ リチウム電池の製造
‐ 乾電池の製造
‐ 湿電池の製造
‐ 電気自動車および自転車用電池の製造
‐ 電池式エネルギー貯蔵システム（BESS）の製造

• この分類には、以下の製造は含まれない
‐ 電気自動車用充電ステーションの製造（271参照）
‐ 建物および電気インフラ向け電気エネルギー貯蔵システムの設置（4321参照）



34.照明機器産業

38

 上位分類 C)：製造 27：電気機器産業
 産業分野分類：274 照明機器産業

• この分類には、電球や蛍光灯、それらの部品や構成要素、非電気照明器具、その他の機器構成要素
の製造が含まれる

• 非電気照明器具の製造には、電球やキャンドルホルダー、照明器具、懐中電灯、電気式虫除け灯、ラ
ンタン、街路照明器具、輸送機器用照明器具／機器（自動車、飛行機、船舶など）が含まれる

‐ 紫外線ランプ、赤外線ランプ、蛍光灯／TLランプ、白熱電球、放電ランプ、LEDランプなどのランプ、
照明器具、電球の製造

‐ シャンデリアなどの天井または壁掛け照明器具の製造
‐ テーブルランプまたはフロアランプの製造
‐ 装飾用チェーンランプの製造
‐ 電気暖炉用薪の製造
‐ 懐中電灯の製造
‐ 電気式昆虫トラップの製造
‐ ランタン（カーバイド、電気、ガス、ガソリン、灯油を使用）の製造
‐ スポットライトの製造
‐ 街路照明器具（交通標識を除く）の製造
‐ 輸送用照明器具（自動車、航空機、船舶など）の製造
‐ 太陽光発電式照明器具の製造
‐ 放射性物質を使用または含有するランプの製造



35.家庭用電化製品産業

39

 上位分類 C)：製造 27：電気機器産業
 産業分野分類：275 家庭用電化製品産業

• この分類には、電気、ガス、その他の燃料を使用する家庭用電化製品および小型電化製品の製造が
含まれる

• これには、扇風機、掃除機、電気式床洗浄機、調理器具、洗濯機、冷凍庫、冷蔵庫、食器洗い機、給湯
器などのその他の電化製品が含まれる

• この分類には以下が含まれる
‐ 家庭用電気製品の製造（冷蔵庫、食器洗い機、洗濯機および乾燥機、掃除機、床磨き機、電気ゴ

ミ箱、電気食品加工調理機器（グラインダー、ミキサー、缶切り、ジューサーなど）、電動歯ブラシ、
電気シェーバーその他の電気パーソナルケア機器、電気ナイフ研ぎ器、換気フードなど）

• この分類には以下は含まれない
‐ 業務用冷蔵庫および冷凍庫、エアコン、屋根裏換気扇、常設暖房機、業務用排気ファン、業務用

調理機器、業務用洗濯ドライクリーニング機器、業務用掃除機など、業務用の製品の製造（28参
照）

‐ 家庭用または業務用ミシンの製造（28262参照）
‐ セントラル式または集中式真空システムの設置（4329参照）



36.その他の電気機器産業
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 上位分類 C)：製造 27：電気機器産業
 産業分野分類：279 その他の電気機器産業

• この分類には、バッテリー充電器、サージ抑制器／安定器、電気ドア装置、電気ベル、機器ケーブル、
延長ケーブル、絶縁接続電気配線装置、グラファイトおよびカーボン製品、電気コンデンサおよび類似
機器、電磁石、電気番号表示板および標識板、電気信号装置およびサイレン装置、絶縁装置、電気パ
イプおよび機器、電気溶接およびはんだ付け装置（手動はんだ付け工具を含む）など、各種電気機器
の製造が含まれる

• この分類には、電動機、発電機、変圧器、電池および蓄電池、ケーブルおよび電線機器、照明機器、
家庭用電化製品以外の電気機器の製造が含まれる



37.一般用途機械産業
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 上位分類 C)：製造 28：その他の機械設備産業
 産業分野分類：281 一般用途機械産業

• この分類には、汎用機械の製造、すなわちKBLIの広範な範囲で一般的に使用される機械、例えば、他

のさまざまな機械の製造に使用される部品の製造、または他の事業運営を支援する機械の製造が含
まれる

• このグループには、車両用エンジンおよび航空機用エンジンを除く、エンジンおよびタービンの製造が
含まれる

• また、水力発電設備、ポンプ、コンプレッサー、バルブおよびタップ、ベアリング、ギアおよび操舵装置を
動かすための要素、オーブン、炉および炉、物品の移動および昇降用機器、事務機器および機器（コン
ピュータ機器および付属品を除く）、電動手工具、および各活動の種類に固有の再製造および再構築
活動を含むその他の汎用機械も含まれる



38.特殊用途機械産業

42

 上位分類 C)：製造 28：その他の機械設備産業
 産業分野分類：282 特殊用途機械産業

• この分類には、KBLIまたはKBLIの少数の産業の活動にのみ使用される機械、すなわち特殊用途機械の
製造が含まれる

• これらの機械のほとんどは、食品産業や繊維産業などの工業プロセスで使用される

• この分類には、非工業活動向けの特殊機械の製造も含まれる

• この分類には、農業機械および林業機械、金属成形機械および工作機械、冶金機械、鉱業、採石業お
よび建設業用の機械、繊維、アパレル、皮革製品用の機械、および各活動に固有の再製造および再
構築活動を含むその他の特殊用途機械の製造が含まれる



39.四輪車以上の自動車産業
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 上位分類 C)：製造 29：自動車、トレーラー、セミトレーラー産業
 産業分野分類：291 四輪車以上の自動車産業

• この分類には以下が含まれる
‐ 電気自動車、ハイブリッド内燃機関車、自動運転車の製造および再生
‐ セダン、ジープ、バス、救急車、ステーションワゴンなどの乗用車の製造および再生
‐ バン、トラック、セミトレーラートラクターなどの商用車の製造および再生
‐ バス、トロリーバス、鉄道車両の製造および再生
‐ 推進用電気モーターを含む自動車用エンジンの製造

‐ スノーモービル、ゴルフカート、水陸両用車、消防車、路面清掃車、移動図書館、装甲車などの特
殊用途自動車、路面清掃トロリー、レッカー車、全地形対応車（ATV）、ゴーカート、レーシングカー
を含む類似車両などの製造および再生

‐ 多目的四輪車（例えば、農村多目的機械設備（AMMDES））の製造および再生

‐ 自動車エンジンの再生



40.四輪車以上の自動車車体製造業、トレーラーおよびセミトレーラー製造業

44

 上位分類 C)：製造 29：自動車、トレーラー、セミトレーラー産業
 産業分野分類：292 四輪車以上の自動車車体製造業、トレーラーおよびセミトレーラー製

造業四輪車以上の自動車産業

• この分類には、タクシー、鉄道車両、貨物輸送用トレーラー、キャンピングトレーラーなど、旅客および
貨物輸送用の車体（車体構造）およびコンテナの製造が含まれる

• この分類には、自動車部品または自動車車体の製造に関連する以下の活動が含まれる
‐ 消防車、移動図書館、装甲車、コンクリートミキサー車などの自動車用シートを含む車体の製造
‐ あらゆる種類の自動車、トレーラー、セミトレーラー用機器の製造
‐ タンクトレーラー、密閉型開放型トレーラー、キャラバンなどのトレーラーおよびセミトレーラーの製

造
‐ 自動車の修理および特注改造
‐ 1つまたは複数の輸送モードによる輸送用に特別に設計および装備されたコンテナ（液体輸送用

コンテナを含む）の製造
‐ トレーラー用シャーシまたはフレームの製造

• この分類には、以下の活動は含まれない
‐ 農業用途に特化して設計されたトレーラーおよびセミトレーラーの製造（2821参照）
‐ 自動車用車体部品および付属品の製造（2930参照）
‐ 畜力牽引車両の製造（3099参照）
‐ 戦車および軍用戦闘車両の製造（3040を参照）



41. 四輪車以上の自動車用スペアパーツおよびアクセサリー産業

45

 上位分類 C)：製造 29：自動車、トレーラー、セミトレーラー産業
 産業分野分類：293 四輪車以上の自動車用スペアパーツおよびアクセサリー産業

• この分類には、ステアリングシステム部品、燃焼および燃焼ガス／蒸気、自動車用電気機器、速度計、
温度計、その他の計器類など、自動車用スペアパーツおよび付属品の製造が含まれる

• この分類には、以下の4輪以上の自動車用部品およびスペアパーツの製造が含まれる
‐ リーフスプリング、ラジエーター、燃料タンク、マフラー、ブレーキ、ギアボックス、車軸、ホイール、

サスペンションショックアブソーバー、サイレンサー、排気管、触媒コンバーター、クラッチ、ステア
リングホイール、ステアリングコラムシステム、ステアリングボックスの製造

‐ 自動車の車体部品および付属品（シートベルト、ドア、バンパー、エアバッグなど）の製造
‐ 自動車用シートの製造
‐ 自動車用電気機器（発電機、オルタネーター、スパークプラグ、点火配線ハーネス／スターター、

自動ドア窓開閉システム、計器盤へのメーター設置、電圧レギュレーター、ライトなど）の製造
‐ 自動車用シャーシまたはフレーム（エンジンなし）の製造
‐ 4輪以上の自動車用インバーターモジュールおよび燃料電池の製造
‐ プラスチック製の四輪車以上の自動車用部品およびスペアパーツの製造（例：自動車内装部品、

冷却水リザーバー、自動車ミラーカバー、自動車バッテリーホルダーなど）
‐ プラスチック製の四輪車以上の自動車用スペアパーツおよび部品の仕上げ加工（例：金属または

その他のコーティング剤によるコーティング、塗装など）



42.航空機、宇宙および関連機械産業

46

 上位分類 C)：製造 30：その他の輸送機器産業
 産業分野分類：303 航空機、宇宙および関連機械産業

• この分類には、以下の民間および軍事目的の航空機、宇宙船、および関連エンジンの製造が含まれる
‐ 貨物および旅客輸送用、スポーツ用、その他の目的の航空機の製造
‐ ヘリコプターの製造
‐ グライダーおよびハンググライダーの製造
‐ 飛行船および熱気球の製造

‐ 胴体、翼、ドア、操縦翼面、着陸装置、燃料タンク、ナセルなどの主要アセンブリ、プロペラ、ヘリコ
プターのローターブレード、スラスタローター、航空機に搭載される各種モーターおよびエンジン、
航空機用ターボジェットおよびターボブースト部品などの航空機部品および付属品の製造

‐ 地上訓練機の製造
‐ レクリエーション用ではない民間用無人航空機（ドローン）の製造
‐ 軍用ドローン、無人航空機（UAV）の製造宇宙船、ロケット、人工衛星、惑星探査衛星、軌道ステー

ション、スペースシャトルの製造
‐ 航空機または航空機エンジンのオーバーホールおよび改造

‐ 航空機用座席の製造



43.その他の輸送機器産業
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 上位分類 C)：製造 30：その他の輸送機器産業
 産業分野分類：309 その他の輸送機器産業

• この分類には、自動車および列車以外の輸送機器、水上／海上輸送機器、航空機または宇宙機器、
および軍用車両の製造が含まれる

• また、オートバイ、自転車、その他の車輪付き車両、および人間または動物が牽引するその他の車両
（これらの車両のスペアパーツおよび付属品を含む）の製造も含まれる

3091オートバイ産業
この分類には以下が含まれる
‐ オートバイおよびモペッドの製造
‐ オートバイ用エンジンの製造
‐ オートバイ用サイドカーの製造
‐ ブレーキ、ギアボックス、クラッチ、ホイール、サイレンサー、排気管、およびそれらの部品な

ど、オートバイ用スペアパーツおよび付属品の製造
‐ 電動スケートボードや電動スクーターなどの個人用輸送機器の製造
この分類には以下は含まれない
‐ オートバイ用ゴム製空気入りタイヤの製造（2211参照）
‐ 自転車の製造（3092参照）
‐ 補助電動モーター付き自転車の製造（3092参照）
‐ 障害者用車椅子の製造（3092参照）



44.家具産業

48

 上位分類 C)：製造 31：家具産業
 産業分野分類：310 家具産業

• この分類には、木材その他の材料を用いた各種用途の家具の製造が含まれます

• また、この分類には、ガラス（鏡を含む）、大理石その他の石材、コンクリート、または類似の材料の板
材（形状に切断されているか否かを問わない）を除く、家具部品の製造も含まれ

‐ オフィス、作業スペース、ホテル、レストラン、公共施設、および家庭向けの椅子および座席の製
造

‐ 映画館、劇場等向けの椅子の製造
‐ ソファ、ソファベッド、ソファセットの製造
‐ ガーデンチェアおよびガーデンシートの製造
‐ カウンター、陳列ケース、棚などの店舗向け特注家具の製造
‐ 礼拝所、学校、レストラン向けの家具の製造
‐ オフィス家具の製造
‐ キッチン家具の製造
‐ 浴室、居間、庭園等向けの家具の製造
‐ ミシン、テレビ等向けのキャビネットの製造
‐ 実験台、スツール、その他の実験用椅子、および実験用家具（例：キャビネット、テーブル）の製造
‐ 家具部品および付属品の製造
‐ 椅子および室内装飾品の仕上げ
‐ 家具の仕上げ（スプレー塗装、塗装、研磨、フレンチ張りなど）
‐ マットレスサポートの製造

‐ デザートカートやフードカートなどの装飾用レストランカートの製造



45.楽器産業
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 上位分類 C)：製造 32：その他の製品産業
 産業分野分類：322 楽器産業

• この分類には以下が含まれる
‐ ギター、ベース、ツィターなどの弦楽器の製造
‐ バイオリン、ビオラ、チェロ、レバーブなどの弦楽器の製造
‐ 自動ピアノを含む、鍵盤楽器、ピアノなどの弦楽器の製造
‐ パイプオルガン、ハーモニウム、および自由金属リードを備えた類似の楽器の製造
‐ アコーディオンおよびウィンドオルガン（ピアニカ）を含む類似の楽器の製造
‐ トランペット、サックス、クラリネット、ハーモニカ、竹笛などの管楽器の製造

‐ ドラム、シロフォン、メタロフォン、シンバル、カスタネット、マラカス、アングクルン、カルン、コリンタ
ン、ゴング、ガンバン、ゲンダン、ティファなどの打楽器の製造

‐ デジタルピアノやシンセサイザーなどの電子的に生成または増幅された音響楽器の製造； オル
ゴール、遊園地のオルガン、蒸気オルガン（カリオペ）などの製造

‐ メトロノーム、音叉、ピッチパイプ、自動演奏式楽器用のカード、ディスク、リールなどの楽器部品
および付属品の製造

‐ ホイッスル、ホーン、その他の風力式音響信号装置の製造

• この分類には以下は含まれない
‐ 玩具楽器の製造（3240参照）
‐ オルガンその他の歴史的楽器の修復（3319参照）
‐ ピアノ調律（9529参照）



46.スポーツ用品ギア産業
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 上位分類 C)：製造 32：その他の製品産業
 産業分野分類：323 スポーツ用品ギア産業

• この分類には、以下の競技用およびレクリエーション用スポーツ（プロ用およびアマチュア用）のスポー
ツ用品および運動器具（衣類および履物を除く）の製造が含まれる

‐ 屋内および屋外のスポーツ用品および器具の製造（様々な素材を使用）：
‐ サッカーボール、バスケットボール、バレーボールなどの硬球、軟球、空気注入式ボール
‐ テニスラケット、バドミントンラケット、ゴルフクラブ、ホッケースティック、バット
‐ バレーボールネット、卓球ネット、卓球台
‐ スキー板、ビンディング、ストック
‐ スキーブーツ、アイススケート、クロスカントリースキーブーツ
‐ セイルボード、サーフボード
‐ スキーネットを含む釣り具
‐ 狩猟用具または射撃用具
‐ 登山用具および装備
‐ 皮革および合成皮革製のスポーツグローブおよびヘッドギア
‐ 温水浴槽および子供用プール
‐ アイススケート、ローラースケート
‐ 弓矢

‐ 運動競技用具、体操用具、運動器具（マットを含む）、フィットネスセンター用器具、またはスポー
ツ用具



47.ゲーム玩具産業
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 上位分類 C)：製造 32：その他の製品産業
 産業分野分類：324 ゲーム玩具産業

• この分類には、人形、ゲームおよび玩具（電子ゲームを含む）、スケールモデル（レプリカ）、および子供
用乗り物（金属製の自転車および三輪車を除く）の製造が含まれる

‐ 人形、人形の服、およびアクセサリーの製造
‐ キャラクターフィギュアまたはアクションフィギュア（例：スーパーヒーロー）の製造
‐ 玩具の動物の製造
‐ 玩具の楽器の製造
‐ トランプの製造
‐ 紙または厚紙製のゲームおよび玩具の製造
‐ ボードゲームおよび類似のゲームの製造
‐ 電子ボードゲームの製造

‐ スケールモデルおよび類似のレクリエーションモデル、電動鉄道玩具、組み立てゲームなどの製
造

‐ ゲーム機および賭博機の製造
‐ ビリヤード台およびカジノゲーム用特殊テーブル等の製造
‐ 遊園地、テーブルゲーム、社交ゲームまたは室内ゲーム用の機器の製造
‐ プラスチック製の自転車および三輪車を含む、乗用を目的とした車輪付き玩具の製造
‐ パズル等の製造
‐ レクリエーション用ドローンの製造

‐ 布、ゴム、ガラス、またはセラミック製の玩具の製造



48.医療歯科機器産業およびその関連製品
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 上位分類 C)：製造 32：その他の製品産業
 産業分野分類：325 医療歯科機器産業およびその関連製品

• この分類には、以下の実験器具、医療外科用器具および付属品、歯科用器具および付属品、矯正歯
科製品、矯正装置および義歯の製造が含まれ、油圧機能を備えた歯科用チェアなど、製品の用途を決
定づける追加の特殊機能を備えた医療用および歯科用家具などの製造も含まれる

‐ 手術用包帯、滅菌縫合糸、滅菌組織の製造
‐ FFP2、FFP3、サージカルマスクなどの個人用防護マスクの製造
‐ 歯科用セメントおよび充填材（義歯用接着剤を除く）、歯科用ワックス、その他の歯科用石膏製剤の製造
‐ 骨再建用セメントの製造
‐ 歯科用ラボ炉の製造
‐ ラボ用超音波洗浄機の製造
‐ 医療、外科、またはラボ用滅菌装置の製造
‐ ラボ用遠心分離機の製造
‐ 手術台、診察台、機械式病院用ベッド、歯科診察用椅子など、医療、外科、歯科、または獣医学用の家具の製造

‐ 骨の一部または全部を置き換えるために体内に永久的に留置されるプレートなど、医療、外科、歯科、または獣医学におけるイン
プラント専用に設計された物品の製造

‐ 注射器、注射針、カテーテル、カニューレ等の製造
‐ 歯科用器具及び機器の製造
‐ 人工歯及び歯科インプラントの製造
‐ 整形外科用器具及び義肢の製造
‐ ガラス製義眼の製造
‐ 医療用体温計の製造
‐ 眼科用製品、眼鏡、サングラス、処方レンズ、コンタクトレンズ、安全ゴーグル（防塵用、水泳用、ダイビング用）の製造
‐ オーダーメイドの整形外科用靴及び整形外科的症状を矯正するための特殊インソールの製造
‐ スキンケア用電気機械装置の製造
‐ 業務用マッサージチェアの製造



49.その他の製品産業
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 上位分類 C)：製造 32：その他の製品産業
 産業分野分類：329 その他の製品産業

• このには、以下のものが含まれる

‐ 保護服や耐火服などの保護安全装置の製造ワイヤーハーネスやその他の作業用ベルト救命胴
衣ヘルメットやその他のプラスチック製安全装置（スポーツ用ヘルメットおよび類似のヘルメットす
べて）防火服安全用ヘッドギアやその他の金属製個人用保護具耳栓および鼻栓（水泳用、鼻ガー
ドなど）ガスマスクの製造；ほうきやブラシの製造（機械部品としてのブラシ、手動式床モップ、モッ
プやダスター、ペイントブラシ、ペイントボードやローラー、ペイントペーパー、スクイージーやブラ
シ、ほうき、その他のモップを含む）；靴ブラシや衣類ブラシの製造；あらゆる種類のペンや鉛筆の
製造（機械式か否かを問わず）；鉛筆の芯の製造；日付印、封印印、番号印、手動式印刷ラベル
やエンボスラベル、手動印刷装置、タイプライターリボン、インクパッドの製造；地球儀の製造；傘、
日傘、杖、座布団の製造

‐ ボタン、スナップファスナー、スナップボタン、ファスナーの製造
‐ 電子タバコ（ベイプ）の製造
‐ ライターやその他のマッチの製造

‐ ライターの製造；喫煙パイプ、櫛、香水スプレー、魔法瓶、個人用または家庭用魔法瓶、かつら、
付け髭、付けまつげなどの個人用品の製造

‐ ろうそく、灯芯、花輪、花かご、造花、造果物、造葉、ジョークグッズ、手ふるい、手なぞなぞ、仕立
て屋が着せ替えに使う人形、棺桶などの各種物品の製造

‐ 剥製（動物の皮に綿などの詰め物をして、生きている動物のように見せること）
‐ 放射性同位元素の製造



50.住宅用および非住宅用建物の建設
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 上位分類 F)：建設 41：住宅用および非住宅用建物の建設
 産業分野分類：410 住宅用および非住宅用建物の建設

• 4101 従来型建築工事

• この分類には、住宅用または非住宅用建物の建設、およびこれらの建物の増改築が含まれる建築工
事は、一部または全部を外部委託することが出来る建設工程の一部のみを自社で行う場合は、43に
分類される

• この分類には、以下のものが含まれる

‐ 住宅、工場や作業場などの工業用建物、病院、学校、オフィスビル、ホテル、店舗、ショッピング
モール、レストラン、空港ビル、屋内スポーツ施設、地下駐車場を含む駐車場、倉庫、礼拝所など、
あらゆる種類の建物の建設

‐ 様々な専門的な建設作業を伴う、既存の住宅用または非住宅用建物の全面的な改修または改
装

‐ エアドームなどの空気支持構造物の建設

• このには、以下のものは含まれない
‐ 建物以外の工業施設の建設（4299参照）
‐ プレハブ式組立構造物の設置（4390参照）
‐ 屋外スポーツ施設（4299参照）
‐ 建築プロジェクトの開発（売却目的）（681参照）
‐ 建築エンジニアリング活動（711参照）
‐ 建設プロジェクト管理活動（711参照）



51.道路および鉄道建設
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 上位分類 F)：建設 42：土木建設
 産業分野分類：421 道路および鉄道建設

• この分類には以下が含まれる
‐ 有料道路、高速道路、歩行者および車両用のその他の道路の建設
‐ 有料道路、高速道路、高架橋、その他の道路、橋梁、トンネルの舗装などの路面工事
‐ 高架橋および高架鉄道用の橋梁の建設
‐ トンネルの建設
‐ 鉄道、地下鉄、および統合型大量輸送システムの建設
‐ 架空送電線および鉄道導体の建設
‐ 航空機滑走路の建設

• このには以下は含まれない
‐ 電気を使用した街路灯および交通標識の設置（4321参照）
‐ 建築工学活動（7110参照）
‐ 土木工事に関連するプロジェクト管理活動（7110参照）



52.公共事業建設
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 上位分類 F)：建設 42：土木建設
 産業分野分類：422 公共事業建設

• この分類には、以下の配電網およびこれらのシステムに不可欠な関連建物構造物の建設が含まれる

‐ 長距離パイプライン、電力網、通信網のための土木構造物の建設
‐ 都市パイプライン、通信網、電源のための土木構造物の建設
‐ 水道網のための土木構造物の建設
‐ 灌漑（運河）システムのための土木構造物の建設
‐ 貯水池のための土木構造物の建設
‐ 廃水処理システムまたは排水システムの建設（修理を含む）
‐ 下水処理施設の建設
‐ ポンプ場の建設
‐ 発電所の建設
‐ 井戸掘削工事

• このには以下は含まれない
‐ 土木工事に関連するプロジェクト管理活動（7110参照）



53.その他の土木工事
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 上位分類 F)：建設 42：土木建設
 産業分野分類：429 その他の土木工事

4291 水利および類似の土木工事
• この分類には、その他の水関連施設の建設が含まれる

‐ 水路または運河の建設、港湾および河川アクセス施設、マリーナ、ドック（港湾）、水門、リフト、水
門、曳航プラットフォームなどの水力機械構造物、ダムおよび堤防の建設

‐ 港湾水域および運河などの水上輸送路建設のための浚渫
‐ 水管理に関連するその他の土木構造物の建設

4299 その他の土木工事
• この分類には、以下が含まれる

‐ 石油精製所、化学プラント、サイロ貯蔵システムなどの建物以外の工業施設の建設
‐ 油井、塔、トンネルなどの鉱山施設の建設
‐ 屋外スポーツ施設などの建物以外の建設
‐ 遊び場の建設
‐ 土地の区画整理および開発（例：追加道路、公共インフラなど）

• この分類には、土木工学に関連するプロジェクト管理活動は含まれない（7110参照）



54. 電気設備、水道（配管）、その他の建設設備の設置

58

 上位分類 F)：建設 43：特別工事
 産業分野分類：432 電気設備、水道（配管）、その他の建設設備の設置

• この分類には、電気設備、配管設備（給水、ガス、排水処理システム）、空調設備、暖房設備、エレベー
ターなどの設置を含む、建物の機能を支える設置作業が含まれ、増築、改築、保守、修理も含まれる

4321 電気設備設置

この分類には、あらゆる種類の建物および土木構造物における電気設備の設置、修理、保守
が含まれる

4322 配管、暖房、空調設備

この分類には、建物またはその他の建設プロジェクト（増改築を含む）における配管、暖房、冷
房システムの設置、修理、保守が含まれる

4329 その他の建設設備設置
この分類には、建物またはその他の建設プロジェクトにおける設備の設置が含まれる

これには、電気設備、配管設備、暖房空調設備、または建物や土木構造物における産業機械
以外の設備の設置、およびそれらの修理保守が含まれる



55. 建設工事の仕上げ
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 上位分類 F)：建設 43：特別工事
 産業分野分類：433 建設工事の仕上げ

• この分類には以下が含まれる
‐ 建物その他の建築物の内装および外装の左官工事（関連する下地材を含む）
‐ ドア（自動ドアおよび回転ドアを除く）、窓、木製またはその他の材料のドア枠および窓枠の設置
‐ ビルトインキッチン、階段等の設置
‐ 家具の設置
‐ 天井、木製壁材、可動式間仕切りなどの内装仕上げ

‐ 建物その他の建築物におけるセラミックタイル、コンクリートタイル、床タイル、寄木細工（板張り）
および木製床材、リノリウムおよびカーペット（ゴムまたはプラスチックを含む）、テラゾー、大理石、
花崗岩その他の床材または壁材、壁紙のタイル張り、吊り下げ、または設置

‐ 建物の内装および外装の塗装
‐ 土木構造物の塗装
‐ ガラス、鏡等の設置
‐ 店舗、トレーラーハウス、船舶等の内装工事
‐ その他、他の分類に該当しない建築仕上げ工事

• この分類には、以下のものは含まれない
‐ 道路塗装（4210参照）
‐ 自動ドアおよび回転ドアの設置（4329参照）
‐ インテリアデザイナー活動（74191参照）
‐ 建物内部等の一般清掃（8121参照）
‐ 建物内部および外部の専門清掃（8129参照）
‐ 自立型家具の組み立て（9524参照）



56. 特殊建設仲介サービス
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 上位分類 F)：建設 43：特別工事
 産業分野分類：434 特殊建設仲介サービス

• この分類には、専門建設分野における仲介サービスが含まれる

• 仲介者は、仲介サービス自体を提供するのではなく、手数料またはコミッションを受け取る形で、利用
者とサービス提供者を仲介する

• 仲介活動は、デジタルプラットフォームまたは非デジタルチャネル（対面、訪問販売を含む、電話、郵便
など）を通じて行うことが出来る

• 手数料またはコミッションは、利用者または専門建設サービスの提供者から受け取ることが出来る

• 仲介活動による収益には、広告収入などの他の収入源も含まれる場合がある



57. その他の特殊工事
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 上位分類 F)：建設 43：特別工事
 産業分野分類：439 その他の特殊工事
• この分類には、以下の特殊な技能や設備を必要とする、様々な建築構造物の特定の側面に特化した

建設活動が含まれる
‐ 基礎工事（杭打ちを含む）
‐ 水分および保水活動
‐ 建物の除湿（加湿）活動
‐ 掘削活動（立坑掘削）
‐ 非組立式鉄骨フレームの組み立て
‐ 建設現場における鉄筋の曲げ加工
‐ 石材、ブロック、レンガなどの設置作業
‐ 屋根工事（屋根材の設置など）
‐ 足場および作業台の設置および解体
‐ 道路安全柵、交通標識の設置
‐ 道路およびその他の標識の塗装
‐ 工業用煙突およびオーブン（パン焼き）の設置
‐ 高所作業など、登攀技能および関連機器の使用を必要とする作業
‐ 地下作業道路沿いなどの防音壁の設置
‐ 街路設備の設置
‐ 屋外プールの建設
‐ オペレーター付きクレーンのレンタル
‐ 文化遺産建造物の保存、修復、復元

• この分類には、以下のものは含まれない
‐ オペレーターなしの建設機械設備のレンタル（7739参照）



58. 手数料または契約に基づく卸売取引
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 46：卸売業
 産業分野分類：461 手数料または契約に基づく卸売取引
• この分類には、卸売業における仲介サービスが含まれる具体的には、仲介する商品やサービスの提

供や所有権の取得を伴わずに、手数料またはコミッションに基づいて売主と買主間の取引を仲介する
サービスである仲介活動は、デジタルプラットフォームまたは非デジタルチャネルを通じて行うことが出
来る手数料またはコミッションは、売主または買主のいずれからも受け取ることが出来る仲介活動から
の収入には、広告収入などの他の収入源も含まれる

• この分類には、以下のサービスも含まれる

‐ 仲介する商品の所有権を保持せずに他者の代理で取引を行う、コミッションエージェント、貨物ブ
ローカー、その他の卸売業者の活動

‐ 売主と買主を結びつける活動
‐ オンラインを含む、企業に代わって取引を行う活動
‐ 仲介のみを行い、仲介する商品の所有権を保持しない購買センターの活動
‐ 卸売業におけるオークションハウスの活動
‐ 放射性物質および電離放射線発生装置の卸売業におけるコミッションベースの代理店サービス
‐ 卸売取引のための商品オークション市場の運営

• この分類には以下は含まれない
‐ 自己名義での卸売取引（462～463、469参照）
‐ 第三者の代理として行動する場合であっても、商品の所有権を有する委託販売業者の活動（462

～469参照）
‐ 不透明仲介業者（第三者の代理として行動する仲介業者）の活動（462～469参照）
‐ 小売取引のための仲介サービスの活動（479参照）
‐ 不動産取引のための仲介サービスの活動（6821参照）
‐ 顧客と販売者をつなぐ商品検索ウェブサイト



59. 食品、飲料、タバコの卸売業
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 46：卸売業
 産業分野分類：463 食品、飲料、タバコの卸売業
• この分類には以下が含まれる

‐ 果物および野菜の卸売
‐ 乳製品の卸売
‐ 卵および卵製品の卸売
‐ 食用油および動物性植物性脂肪の卸売
‐ 肉および肉製品の卸売
‐ 水産物の卸売
‐ 砂糖、チョコレート、キャンディーの卸売
‐ パン製品の卸売
‐ 飲料、コーヒー、紅茶、ココアパウダー、スパイスの卸売

‐ タバコ、タバコ製品、および付属品（電子タバコ（ベイプ）、ライター、パイプ、タバコ巻き器など）の
卸売

‐ ワインのバルク購入および未加工の瓶詰め
‐ ペットフードの卸売
‐ 調理済み食品の卸売
‐ 均質化食品およびダイエット食品の卸売
‐ 人間用栄養補助食品の卸売
‐ コオロギなどの加工済み昆虫および調理済み昆虫の卸売

• この分類には以下は含まれない
‐ ワインのブレンドまたはアルコール飲料の蒸留（1101、1102参照）
‐ 動物飼料の卸売（4620参照）
‐ 電子タバコ用リキッドの卸売（4679参照）
‐ 取引される商品の所有権を伴わない商品の卸売（461参照）



60. 家庭用品の卸売業
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 46：卸売業
 産業分野分類：464 家庭用品の卸売業

• この分類には、繊維製品や家具などの家庭用品の卸売が含まれる

• ただし、以下の取引は含まれない
‐ 取引業者が取引する商品の所有権の移転を伴わない卸売（4610参照）
‐ 芝刈り機などの園芸造園機器の卸売（4653参照）
‐ 空のカセットテープ、ビデオテープ、ならびに空のCDおよびDVDの卸売



61. 機械、設備、消耗品の卸売業
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 46：卸売業
 産業分野分類：465 機械、設備、消耗品の卸売業

• この分類には、コンピュータ、通信機器、各種産業向け特殊機械、汎用機械およびスペアパーツの卸
売が含まれる

• この分類には、取引される商品の所有権の移転を伴わない卸売は含まれない（461参照）



62.自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連アクセサリーの卸売業
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 46：卸売業
 産業分野分類：466 自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連アクセサリーの卸売業

• この分類には、新車および中古の自動車オートバイの卸売、ならびに関連するスペアパーツおよび付
属品が含まれる

• この分類には、以下のものは含まれない
‐ 取引する商品を所有または管理していない卸売（461参照）
‐ 自動車およびオートバイの修理およびメンテナンス（953参照）



63.各種商品の小売業
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 47：小売業
 産業分野分類：471 各種商品の小売業

• この分類には、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店など、食品、飲料、タバコ、衣料品、家
具、化粧品、宝飾品、玩具、スポーツ用品など、多種多様な商品を単一の場所で小売販売する事業が
含まれる

• 特定商品の小売販売と多種多様な商品の小売販売を定義する規則については、序論で説明する

• この分類には、以下の事業は含まれない
‐ 専門商品の小売販売（472～478参照）
‐ 専門商品および多種多様な商品の小売販売に関する仲介サービス（479参照）



64.自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連アクセサリーの小売販売
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 47：小売業
 産業分野分類：478 自動車、オートバイ、スペアパーツおよび関連アクセサリーの小売販売

• この分類には、新車および中古の自動車オートバイの小売販売、スペアパーツ、部品、機器、工具、付
属品の販売が含まれる

‐ 乗用車、トラック、トレーラー、キャンピングカー、救急車、ミニバス、オフロード車などの小売販売

‐ ゴムタイヤ、インナーチューブ、スパークプラグ、バッテリー、照明器具、車両充電機器、電気部品
などの小売販売

‐ 自動車その他の自動車を解体した後の中古スペアパーツおよび付属品の小売販売
‐ 電気自動車および電動バイクのスペアパーツおよび付属品の小売販売

• この分類には、以下の販売は含まれない
‐ 卸売仲介サービス（4610参照）
‐ 自動車およびオートバイの小売仲介サービス（479参照）
‐ 車両および運転手によるオンデマンド旅客輸送サービス（4922参照）
‐ 自動運転車のレンタルおよびリース（771参照）
‐ 自動車、オートバイの修理およびメンテナンス（953参照）



65.小売業仲介サービス
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 上位分類 G)：卸売業および小売業 47：小売業
 産業分野分類：479 小売業仲介サービス

• この分類には、小売業における仲介サービスが含まれる

• 具体的には、仲介する商品やサービスの提供または所有権の取得を伴わずに、手数料またはコミッ
ションを得て、売主と買主間の取引を仲介するサービスである

• 仲介活動は、デジタルプラットフォームまたは非デジタルチャネル（対面、訪問販売を含む、電話、郵便
など）を通じて行うことが出来る

• 手数料またはコミッションは、売主または買主のいずれからも受け取ることが出来る

• 仲介活動による収益には、広告収入などの他の収入源も含まれる

• この分類には、以下のサービスも含まれる
‐ 第三者オークションハウスの活動（新品および中古品、オンラインオークションを含む）
‐ 自動車販売代理店

• この分類には、以下のサービスは含まれない
‐ 公共ガソリンスタンド（ガソリンスタンド）の運営（燃料販売手数料を含む）（4730参照）



66.その他の陸上輸送
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 上位分類 H)：輸送および保管 49：道路輸送、鉄道輸送、パイプライン輸送
 産業分野分類：492 その他の陸上輸送
4923 道路による貨物輸送
• この分類には以下が含まれる

‐ すべての道路貨物輸送業務
‐ 丸太の輸送
‐ 家畜の輸送
‐ 冷蔵車両を使用した輸送；重量物の輸送
‐ バルク貨物の輸送（タンクローリーによる輸送、農場での牛乳集荷を含む）
‐ 車両または乗用車の輸送
‐ 廃棄物および残渣物の輸送（収集または処分活動を除く）
‐ 有害物質および有毒物質または有害廃棄物および有毒廃棄物の輸送
‐ 魚類およびその他の水生生物の輸送および配送
‐ 家庭用家具の撤去／引越しサービス
‐ 運転手付きトラックのレンタル
‐ 動物牽引または人力車両を使用した貨物輸送

• この分類には以下は含まれない
‐ 森林地域内での木材の輸送（0240参照）
‐ トラックを使用した水の配送（3600参照）
‐ 貨物の積み下ろし／取り扱いを行うターミナル施設の運営（5221参照）
‐ 輸送目的の梱包包装サービス（5229参照）
‐ 郵便および宅配便業務（5310および5320参照）
‐ 廃棄物／ごみ収集業務の一環としての廃棄物／ごみの輸送（3811および3812参照）



67.倉庫保管
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 上位分類 H)：輸送および保管 52：倉庫保管および輸送支援活動
 産業分野分類：521 倉庫保管

• この分類には以下が含まれる
‐ あらゆる種類の物品の保管および倉庫施設の運営例：

動物飼料穀物を保管するための密閉型倉庫の運営
一般商品倉庫
冷蔵倉庫または冷凍室
貯蔵タンク（油、水など）

‐ 引越しサービスの一部ではない家具の保管
‐ 外国貿易地域における物品の保管
‐ 保管および倉庫に関連する急速冷凍
‐ 物理的な記録および紙ファイルの保管

• この分類には以下は含まれない
‐ 電気の貯蔵（3513参照）
‐ 送電網を介したエネルギー供給のための天然ガスの貯蔵（3520参照）
‐ 引越しサービスの一部である家具の保管（4923参照）
‐ 自動車の駐車施設およびキャラバンの冬季保管施設の運営（5221参照）
‐ 船舶の保管（5222参照）
‐ 航空機の保管（5223参照）
‐ 不動産保管／倉庫施設の運営（6812参照）
‐ セルフストレージ施設の運営（6812参照）
‐ 空きスペースの賃貸（6812参照）



68.宅配便業務
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 上位分類 H)：輸送および保管 52：郵便および宅配便業務
 産業分野分類：532 宅配便業務

• この分類には以下が含まれる
‐ 国内外を問わず、ユニバーサルサービス義務の対象外で、1つ以上の輸送手段を用いて、手紙、

書類、小包、物品、および荷物の集荷・引き取り、仕分け・処理、輸送、および配達を行うサービス
‐ これらの活動には、自家用車または公共交通機関が関与する場合がある

‐ 保存または包装され、さらなる加工が可能で、集荷、処理、輸送、および配送の過程で容易に損
傷しない、未調理の食品の配達（パッケージサービスの一部）

‐ 食品配達を含む戸別配達サービス

• この分類には以下は含まれない
‐ 物品の輸送（4912、4923、5012、5022、および5120参照）
‐ 送金活動（6419を参照）
‐ 郵便以外の物流サービス（5229参照）
‐ 家具の配送（分解または組み立てを含む場合あり4923参照）
‐ 調理済み食品の宅配（調理も行う業者による配送56参照）



69.ホテルおよび類似宿泊施設の提供活動

73

 上位分類 I)：宿泊施設および飲食物の提供活動 55：宿泊施設の提供
 産業分野分類：551 ホテルおよび類似宿泊施設の提供活動

• この分類には、通常、日単位または週単位での短期滞在向け宿泊施設の提供が含まれる

• この分類には、客室およびスイートルームにおける家具付き宿泊施設の提供が含まれる
• 提供されるサービスには、毎日の清掃およびベッドメイキングが含まれる

• 毎日の清掃およびベッドメイキング、飲食サービス、ランドリーサービス、会議・コンベンション施設など、
さまざまな追加サービスが提供される場合がある

• この分類の活動は、一般的に、現地での顧客サービスの提供を特徴としている

• この分類には、以下のような宿泊施設提供者が含まれる
‐ ホテル
‐ リゾートホテル

• この分類には、以下は含まれない
‐ 現地での顧客サービスのない短期宿泊施設（5520参照）
‐ 宿泊施設の仲介サービス活動（5540参照）
‐ 交通機関、宿泊施設、ツアーガイドなどを含むパッケージ旅行サービスの提供（791参照）



70.その他の短期宿泊施設提供活動
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 上位分類 I)：宿泊施設および飲食物の提供活動 55：宿泊施設の提供
 産業分野分類：552 その他の短期宿泊施設提供活動

• この分類には、家具付きの部屋、家屋、アパート、マンションなどで、主に短期滞在の旅行者向けに、
通常は日単位または週単位でその他の短期宿泊施設を提供する活動が含まれる

• これらの活動では、現地での顧客サービスは提供されず、付随サービスも最小限、または全く提供され
ない

• この分類には、以下のような宿泊施設が含まれる
‐ 別荘およびアパート
‐ アパートおよびバンガロー
‐ 毎日の清掃サービスのないコテージおよびキャビン
‐ 山小屋
‐ ホステル
‐ ベッド＆ブレックファスト
‐ 個人宅が提供する客室
‐ 山小屋

• この分類には、以下は含まれない
‐ 日単位または週単位のホテル宿泊サービス（5510参照）
‐ 宿泊施設の仲介サービス（5540参照）



71. レストランの営業活動および移動式食品販売業者

75

 上位分類 I)：宿泊施設および飲食物の提供活動 56：飲食物提供活動
 産業分野分類：561 レストランの営業活動および移動式食品販売業者

• この分類には、着席または指定された食品陳列場所で提供される食品サービス、あるいは注文を受け
てからその場で調理された食品を食べる、持ち帰る、または自宅に配達される食品など、顧客への食
品サービスの提供が含まれる

• この分類には、電動車両または非電動車両、あるいは手押し車を使用するかどうかにかかわらず、す
ぐに食べられる食品（すぐに食べられる食品）の調理および提供が含まれる

‐ レストラン
‐ 食堂／カフェテリア
‐ ファストフード店
‐ 持ち帰り食品店
‐ フードトラック事業者（トラック販売業者を含む）
‐ 手押し車を使用する食品サービス提供者
‐ 市場またはスーパーマーケットにおけるすぐに食べられる食品提供者

‐ レストランが輸送サービス提供者の一部ではなく、独立した事業体である場合、輸送車両内およ
び輸送施設内でのレストランの運営

‐ レストランがホテルの一部ではなく、独立した事業体である場合、ホテル内でのレストランの運営

‐ スーパーマーケット内のテイクアウトレストランの運営（スーパーマーケットの別部門が運営する
場合）



72.飲料提供活動

76

 上位分類 I)：宿泊施設および飲食物の提供活動 56：飲食物提供活動
 産業分野分類：563 飲料提供活動

• この分類は、主に注文を受けてすぐに消費される飲料を提供する活動を対象としている
• これらの活動には、生演奏などの娯楽の提供が含まれる場合がある

‐ バー
‐ カクテルバー
‐ パブ
‐ コーヒーショップ
‐ ティールーム
‐ フルーツジュースバー
‐ 移動式飲料販売など
‐ ナイトクラブの活動
‐ 列車や船舶などの輸送機関内におけるバーの活動（別会社が運営する場合）
‐ スポーツ施設などでの飲料供給契約の運営

‐ 輸送機関内および輸送施設における移動式飲料販売（別会社が運営し、輸送事業者の一部では
ない場合）

• この分類には、以下の活動は含まれない
‐ 包装済みまたは調理済みの飲料の再販（47参照）
‐ 自動販売機による飲料の小売販売（472参照）
‐ 顧客との契約に基づき、一定期間にわたって飲料を準備・提供する事業（5629参照）
‐ コンサートホールの運営（9031参照）
‐ 飲料の提供を主たる事業としないディスコ、ダンスフロア、音楽会場の運営（9329参照）



73.コンピュータプログラミング活動

77

 上位分類 K)：電気通信活動、コンピュータプログラミング、コンサルティング、コンピュータイ
ンフラストラクチャ、およびその他の情報サービス  62：プログラミング活動、コンピュータコン

サルティング、および関連活動
 産業分野分類：621 コンピュータプログラミング活動

• この分類には、ビデオゲーム開発活動、ビデオゲームソフトウェアおよび関連ソフトウェア（ツール）、な
らびにその他のコンピュータプログラミング活動が含まれる

6219 その他のコンピュータプログラミング活動
• この分類には、以下の活動が含まれる

‐ ソフトウェアシステムの作成および実装に必要なコンピュータプログラムコードの構造および
コンテンツの設計、ならびに／または作成、修正（更新およびパッチを含む）、カスタマイズ、
テスト、およびサポートを行う活動

‐ ビジネス、金融、その他のアプリケーション（ビデオゲームアプリケーションを除く）向けのア
プリケーションソフトウェア

‐ 機械学習アプリケーション人工知能（AI）アプリケーションモノのインターネット（IoT）アプリ

ケーションサイバーセキュリティアプリケーションブロックチェーンなどの分散型台帳技術
（DLT）アプリケーションデータベース、グラフィックス、モデリングアプリケーションWebページ
およびその他の特殊アプリケーション

‐ 拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、複合現実（MR）などの没入型メディアに基づくソフトウェア
の作成またはカスタマイズを行う活動



74.コンピュータコンサルティングおよびコンピュータ設備管理業務

78

 上位分類 K)：電気通信活動、コンピュータプログラミング、コンサルティング、コンピュータイ
ンフラストラクチャ、およびその他の情報サービス  62：プログラミング活動、コンピュータコン

サルティング、および関連活動
 産業分野分類：622 コンピュータコンサルティングおよびコンピュータ設備管理業務

• この分類には以下が含まれる

‐ コンピュータハードウェア、ソフトウェア、およびコンピュータシステムに関するコンサルティング活
動（サイバーセキュリティコンサルティングを含む）

‐ コンピュータハードウェア、ソフトウェア、および通信技術を統合したコンピュータシステムの計画
および設計（システムインストール、トレーニング、ユーザーサポートなどの関連サービスの有無
を問わない）

‐ 顧客サイトにおけるコンピュータシステムおよび／またはデータ処理設備の管理および運用サー
ビス、ならびに関連するサポートサービスの提供

‐ サイバーセキュリティネットワークおよびシステムの監視、テスト、および分析サービス（システム
をゼロから開発することは含まない）

‐ サイバーセキュリティコンサルティング活動

‐ ソフトウェアおよびハードウェア要件に関する助言／情報提供、ならびにコンピュータシステム用
のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの提供または調達

‐ モノのインターネット（IoT）向けハードウェアおよびソフトウェアを統合するサービスの提供



75.金融仲介

79

 上位分類 L)：金融および保険活動  64：保険および年金基金を除く金融サービス活動
 産業分野分類：641 金融仲介

• この分類には、譲渡可能な預金またはそれに類する形態での資金の取得および提供が含まれる。
• 例えば、価値が貨幣単位で固定され、毎日取得され、その後分配される資金などである。

64121 従来型一般銀行業務

• この分類には、預金その他の類似の形態で一般から資金を募り、それを信用その他の形態
で一般に分配する、および決済システムにおけるサービスを提供する、従来型の銀行業務
が含まれる。

• また、このグループには、要求払い預金その他の形態で資金を募り、それを証拠金、補償金、
保証金として従来型の方法で利用する業務も含まれる。



76.保険と保証

80

 上位分類 L)：金融および保険活動  65：保険、保証、再保険、および年金基金（強制社会保

障を除く）
 産業分野分類：641 保険と保証

• この分野には、以下の多額の預託金の有無にかかわらず生命保険および再保険、ならびにその他の
一般保険および引受業務が含まれる。

‐ 多額の預託金の有無にかかわらず生命保険および再保険、ならびにその他の損害保険

‐ 多額の預託金の有無にかかわらず生命保険および損害保険

‐ 自己のために行う保険提供活動

‐ 保険リスクのプールおよび引受業務

• この分野には、キャプティブ保険活動も含まれる。

• この分野には以下は含まれない。

‐ ブローカーとして保険を販売すること（6622を参照）。



77.手数料または契約に基づく不動産活動

81

 上位分類 M)：不動産関連活動 68：不動産関連活動
 産業分野分類：682 手数料または契約に基づく不動産活動

• この分類には、顧客と売主またはサービス提供者を手数料またはコミッションで仲介することにより、不
動産の売買および賃貸を仲介するサービスが含まれる。

• これらの仲介サービスは、デジタルプラットフォーム上、または非デジタルチャネル（対面、訪問販売、
電話、郵便など）を通じて行うことが出来る。

• 手数料またはコミッションは、顧客、売主、または不動産サービス提供者から受け取ることが出来る。

• 仲介活動による収益には、第三者への広告スペースの販売による収益など、その他の収入源が含ま
れる場合がある。

• この分類には、不動産エージェントまたは独立系不動産エージェントによる不動産活動の提供が含ま
れる。

‐ 手数料または契約に基づいて行われる、不動産の売買および賃貸の仲介サービス
‐ 不動産物件掲載サービス

• この分類には、以下は含まれない。
‐ 法律関連活動（6910参照）
‐ 不動産エスクローエージェント活動（6829参照）。



78.動物の健康に関する活動（獣医学）

82

 上位分類 N)：専門的、科学的、技術的な活動 75：動物の健康に関する活動（獣医学）
 産業分野分類：750 動物の健康に関する活動（獣医学）
• この分類には、以下のものが含まれる。

‐ 家畜に対する獣医療、検査、治療、診断、および健康管理活
‐ ペットに対する獣医療および健康診断活動

‐ これらの活動は、動物病院で行われる場合もあれば、農場、納屋、自宅への訪問、個別相談、手
術室、その他の場所で行われる場合もあり、動物疾病の診断および予後予測、ならびに治療処
置の提供を含む

‐ 獣医助手または獣医師のその他の個人助手
‐ 獣医病理学およびその他の診断クリニック活動
‐ 獣医救急活動
‐ 獣医ワクチン接種活動
‐ 獣医カイロプラクター活動
‐ 獣医栄養士活動

• この分類には、以下のものは含まれない。
‐ 健康管理を伴わない動物の獣医療（0162参照）
‐ 獣医による羊の毛刈り（0162参照）
‐ 獣医による検査、運転、グルーミング、畜舎清掃、去勢サービス（0162参照）
‐ 獣医による動物の検査、運転、グルーミング、畜舎清掃サービス（0162参照）
‐ 獣医による動物のケア（0162参照）；人工授精に関連する活動（0162参照）
‐ 動物の遺伝子検査に関連する活動（7210参照）
‐ 食肉生産に関連する屠殺前の動物の検査および管理に関連する活動（7120参照）
‐ 動物遺伝学に関する科学的研究に関連する活動（7220参照）
‐ 医療ケアなしでペットを飼育することに関連する活動（9690参照）



最新のインドネシア情報はこちらから
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インドネシア進出サポート公式サイト
インドネシア進出準備から撤退までの要点を簡潔にまとめたGoogleトップランキングサイトです
毎月1日発行のメルマガのバックナンバーも掲載しています

インドネシア最新情報ブログ
日本の普通のメディアでは報じられない情報を、独自のコメント付きで紹介しています

インドネシア進出サポートウエブセミナー
公式サイトに掲載されたセミナースライドを、音声解説付きでYoutube上にアップロードしています
インドネシア週刊ニュースダイジェストも毎週月曜日に発信しています

インドネシア進出ハンドブック
インドネシアでの事業展開に必要な知見と手続きを網羅したもので、随時更新されています

愛する二つの祖国である、日本とインドネシアの発展のため、
全てのコンテンツは無料で公開しております

https://www.hmkt.jp/
https://per-inc.com/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCXghuRz7zRX5jLOXu75rQjQ
https://www.hmkt.jp/handbook4.2.pdf
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ご清聴ありがとうございました
ここからは質疑応答です
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